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〒456-0006 名古屋市熱田区沢下町 9-3労 働会館 本 館306号

TEL 052-883-6966 FAX 052-883-6983 mail inoken―aichiOroren.net

URL http://homepage3.nifty.oom/inoken一aichi/

トヨタ ・デンツー

損 害 賠 償 請 求

過労 ・うつ病排 」

長時間過密労働 と、上司によるパ ワハラ
が原因で うつ病を発症 したデンソーの川野
さん (44歳)が トヨタとデンソーに損害賠
償を求めて争っていた裁判で10月30日名古
屋地方裁判所は川野 さんの主張を全面的に
認める判決を下 しま した。

川野 さんは2003年12月、刈谷労働基準監
督署に労災の申し立てをしま したが却下さ
れ、その後、愛知県の労働保険審査官、続
いて再審査請求をしま したが、この再審査
請求の結論 を待たず、2006年5月 に トヨタ

川野さん◆勝利判決
トヨタ ・デンソーの安全配慮義務違反を認定

会社は艇訴するな !
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とデンソーに対 して損害賠償の提訴を行い

今 日の判決 を

迎 えま した。
エ スカ レー

トす る職場 で

のい じめを止

めるために会

社 を訴 える と

い う苦渋の選

択 を して裁判

を闘つて きま

した。
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川野 さんは既存の労働組合に助けを求め

ま したが 「個人的な問題は扱わない」 とい

う組合の対応に失望 して、個人加盟のAT

U(全 トヨタ労働組合)に 力日入 し団体交渉

に臨み、賃金差別の是正などを要求 し裁判

運動の先頭に立ってきま した。

今 日、 自動車業界の新車開発競争は厳 し

く、設計技術者に課せ られ る負担は大きく

なるばか りです。デンソーや トヨタでは う
つ病を患 う技術者が増 えていて、川野 さん

の勝利は会社に労働環境の改善を迫 る根拠

になるで しょう。判決は トヨタ、デンソー

に対 して安全配慮義務の違反を厳 しくとが

めま した。両社に判決を受け止めてのでこ

の間に 「控訴せず判決を うけとめよ」の要

請行動を行います。

米トヨタ自動車
FAX:0565-23ユ 5800

*ァ ンソー

FAX:0566-25-4860

に対 して控訴す るな と要請 をお願い しま

す。

(川野さんの喜びの声)
皆 さんのご支援 があって この判決 を勝 ち取

ることができま した。会社 に言いたい こと

<法 廷に向かう弁護団と支援者のみなさん>

があります。パワハラで精神を病んでいる
方が大勢います。この判決を真摯に受け止
めて、
①長時間労働をさせない。
②社員、部下を大切にする職場を作る。
③メンタルケアの体制を整え、精神を患
った当事者が不利益にならないよう配慮
する。
④私に謝罪してほしい。
と、思いを語 りました。

弁護団は「今後の判例になる立派な判決」
と評価 しました。 (文 責 :近森泰彦)

一≡
二
轍
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昨年の「勤特感謝の日」の特働問題門0番の相議事例お1ら

末野きれ特策認定されるゴ
過重菊働こ突発菅ショックで脳向出血

昨年の 「勤労感謝の 日」の労働 問題 110

番で相談のあった天野ひろ子 さん (72)が脳
内出血で倒れたのは恒常的な長時間労働 と
エアーホースの継 ぎ目が離れての突発的な
大きな音が発生 したシ ョンクで倒れたこと
が主たる原因として名古屋南労働基準監督
署で労災が認定 されま した。

この事案は天野 さんの娘 ,林 さえ子 さん
が作Jれた母親の状況や残業の実績など熱心
に調べたこと、勤務先の同僚の有力な証言
や NPO:愛 知健康センターの協力などあ
つて、認定にこざつけたものです。

天野 さんは中日運送 (株)の社員 として10

年近 く川鉄電磁鋼板 (株)名古屋工場に出向
し、梱包 された鋼板 コイルの出荷前の手続
き作業 (パソコン入力 ・伝票記入 ・商品ヘ

のラ,ベル貼 り付けな ど)を行つてきま した。
2007年11月15日の午後 4時 15分頃、工場

の床面にあった高圧のエアーホースに足が

触れた とき、ホースの繋ぎ部分が外れて大
きな噴出音が響き渡 り、その直後倒れま し
た。

2007年7月分 85時 間30分 (6月実績)
8月分 68時 間00分 (7月実績)
9月分 59時 間00分 (8月実績)

第169国会で100年ぶ りに保険法が改正 されました。問題の多い団体生命保険につ
いて元原告の近藤弘子 さんを中心にパブ リックコメン トを提出 し、衆参両院の法務
委員を訪ねて要請 しま した。

その結果、衆参両院 とも全会一致で 「被用者が保険給付時にはその家族が、保険
金受取人や保険金額等の契約内容を認識できるように努めること。他人の生命の保
険契約については、被保険者の保護にもとる事態が生ずることのないように」付帯
決議がされました。

詳 しくは別冊 「おか しいぞ !団体生命保険ニュース臨時号」をご覧下さい。

救急草で近 くの病院へ運ばれま したが対
応できず、お よそ 2～ 3時 間後に中京病院
へ運ばれ、脳内出血 と診断 され入院、治療
を受けま した。今年 1月 弥富市の借行会 リ
ハ ビリテーシ ョン病院に転院 して機能回復
の リハ ビリを行ってきま した。

天野 さんの担当業務は2007年9月 ～11月
にかけて業務量が増大 しま した。特に11月
支給の賃金明細書によれば10月は時間外労
働は92時間 (深夜勤務 を含む)十 休 日出勤
で 4時 間、合計96時間の時間外労働 を して
いま した。

また連 日朝6:30頃に家を出て職場に 7時

前に入 り始業前に 1時 間のサー ビス残業を
していま した。 こうした長時間労働で疲労
が蓄積 している上にエーアーホースにつま
ずき、大きな音に驚いたショックが重なっ
て倒れたものです。

給与明細書の時間外労働 にカウン トされ
ていませんが、毎 日7時 か ら8時 までの 1
時間の準備作業時間を加算すると、10月に
は100時間を大幅に超 える時間外労働 を行
つていま した。  (文 責 :鈴 木明男)

賃金明細書による時間外労働の実績
10月分 67時 間30分 (9月実績)
11月分 96時 間00分 (10月実績)
12月分 38時 間00分 (11月14日まで)
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第3回
健康で働<

ための交流

集会

10月 11日、京都で第3回働 くための交

流集会が開かれました。

全国か ら212人 が参加 、集会への問題

提起が された後、「メンタル不全者 を出

さない職場つ くりと職場復帰支援」阿部

員雄氏 (産業医 ・健員会夏 目坂診療所)、
「″いの病の理角年のためにJ松 浦健伸氏 (石

川勤医協城北病院医師)の 講演。続いて

3つの特別報告 (耳原病院労組 。年治市

職労 。京都民商)が されま した。

愛知健康センターか ら宮崎 ・吉川理事
2名が参加 しました。

予防と職場復帰分散会

自己紹介の後 2つ の報告があつた。 「埼玉

協同病院のメンタル不全の取 り組み」は02

年度から取 り組みをは じめ、メンタル不全
の実態調査 と職場の労働環境の改善、職責
者の研修、「′いの健康づ くり」に取 り組ん

でいる。施設の拡大や ・電子カルテ導入時
にメンタル疾患の増加があることが指摘 さ

れた。職場の支援態勢 も発病に関係 してい

る。

心の病に関する労働協約化の動き

化学 一般の 「ノいの病に関す る予防協約書」
は発病 と職場復帰のモグラたたき状況を根
本からなくすものとして提案されている。
この背景 には 日頃の労安委員会 を中心 とす

る熱 心 な活動 が あ る。 250名の正規職員 、

派遣社 員は 2名 のみ、未組 2名 とい う状況
で一 日7時 間労働 (内、 1時 間の休憩)月
15時間以上の超勤 は労使 の協議が必要。男

性 も育児休業 を とるとい う権利 を獲得 して
いる。 10年間で13名の メンタル不全者が発
生c労 安委員 が毎 日、仕事 をかねて職場 を

巡回 していて、 目につ く人はす ぐに対策 を

会社 に要求 してい る。他 に労災 とは別 に会

社独 自の労災救済 を行 ってい る。 この中で

労働協約 としてメンタル不全者 を出 さない

と りくみ、出た場合 と職場復帰 についての

取 り決 めを作 ろ うとい う運動 である。 これ

心の健康を守る地域・職場づくり
害地で新しい取り組みが展開

は使用者にメンタル対策を本気で取 り組ま

せ るきつかけになる。
一部の外国では法律

で安全配慮義務 を強化 した内容のものを作
つているところもある。組合活動が活発に

なれば、メンタルも長い期間かけて労災認
定に取 り組まなくてもす ぐに救済す ること
ができる事例 と、注 目を浴びた同様のこと

は宇治市職労の労安活動でも見 られた。
一方、 自治労連 。医労連 ・生協労組の労

安担当者か らは自殺者が増え、人減 らしを

課せ られ るが仕事は増 え、公務員パ ッシン

グ、合併ス トレスなど問題が山積 している
が、組合では労安の情報 さえ伝わ らない し、
労安が活動の柱になっていない悩みが語 ら

れた。

また職場改善のための予算がなく、解決
がゆきづまった り、地方病院の看護師が発
病ぎりぎ りの状況で頑張っていることが涙
ながらに報告 され、参加者の胸を打った。

相談活動 と労災申請分科会

最初 に京都職対連の報告。年間100件の

申請相談の うちメンタルが3分の 1を 占め

る。 自殺の場合は申請を遺族が悩んで しま

う。

健康セ ンターの役害1カ ウンセ ラーでな
い。方向性 を示すべきだ。初めは怒 りでい

つぱいだが、相談の中で物事が整理 され状
況が正 しく判断できるようになる。病気は

専門家へつなぐ。

当事者 グループのあつま りがある。2002

年 ころか らメンタルの相談が多 くなる。学
習交流活動に取 り組むなかで、癒 され励ま
されなが ら対処技能を身につける。患者 さ
んのそれぞれの経過や思いの違いか ら関係
がこじれ ることもc

参加者の発言では、病院で新人が多 く辞
めて行 く。労働条件 も悪 くないのにっ安全

衛生委員会で も話題 にな り、「誕生 日を祝
う会」を開いて仲間意識の向上を図ってい
こうとしている。他の参加者か らは、命を

預かる職場だか ら (意識 しないが)助 言が
パ ワハ ラと映るのでないかとの意見 も。
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職場の

労働安全

衛生

自治体職場にはたらく職員の、メンタルヘ

ルス研修会を 10月 24日 、金山 ・労働会館で

開催 しました。研修会の開催にあたつては、

メンタルヘルス対策が、労使がとりくむ重要

な課題であることを明確にし、職場の安全衛

生委員や組合の労安担当者をはじめ、行政の

側からの参加を働きかけとりくみました。そ

の結果、県内 10自 治体 ・16組 合から 107名

が参加、多くの自治体が 「職免」(職務専念義

務の免除)や 「出張」のあつかいで、安全衛

生活動の一環として位置づけていただけまし

た。

地方公務員の長期病休者激増

(1998年14%→ 2007年 40。9%)

いま、自治体の職場において 「′いの病Jに

よる長期病休者が急増 しています。その背景

には、地方分権による事務委譲など、業務量

の増大の一方、集中改革プランによる徹底 し

たパ員削減で月 100時 間を超える長時間残業
の蔓延、1人 1台 のPC労 働など、仕事の個

別化や個人責任の増大で、集団性の希薄化な

どコミュニケーションも減 らされてきていま

す。 さらに、財政悪化や 自治体の市場化で住

民サービスの切 り捨てがすすみ、「住民に喜ば

れるいい仕事がしたい」の願いに反する仕事

で、ス トレスが増大するなど様々な要因があ

げられます。          と

(財)地 方公務員安全衛生推進協会の 「地

方公務員健康状況等調査 (07年 度)で は、長

期病休者の疾病分類で 「精神及び行動の障害J

が 40.9%で 最も多く、98年 調査の、14.0%か

ら10年 間で 3倍 になっています。また、ある

自治体が行った 「うつ傾向についてJの アン

ケー ト(5000人を無作為抽出、回収率 83.1%)

では、42%が 「なんらかの うつ傾向が疑われ

る」とい う結果が出ています。こうした結果

を裏付けるように、地方公務員災害補償基金

が行った 2006年 度の 「メンタルヘルスの実態

調査」で、メンタル対策の必要性について、

者「道府県、指定都市、市では、「大いに必要で

ある」と 「ある程度は必要である」を合わせ

ると 93.1%に なりました。 し かし、具体的な

県下全域から107人が参加
メンタルヘルス研修会開催

自治労連

メンタル対策では、自治労連の全国調査でも、

職員を対象 とした研修会が54.9%で 、対策マ

ニュアルの作成 (23.2%)、職場復帰マニュア

ルの作成 (23.2%)に ついては、1/4にとどま

っていました。 し かも、(安全)衛 生委員会の

メンタルヘルスに対するとりくみでは、相談

者、休職者、復帰司|1練中の職員などの状況把

握は34.1%で 3割を超えましたが、不調である

職員への対策を講 じている段階になると、実

施率は24.4%と 、1/4を割 り込みました。こう

したとりくみの遅れは、実は労働組合 として

の対応の遅れが大きく影響 していることもあ

げられます。

講師に粥川氏

(名工大保健センター長一精神科医師)

県本部は、この調査結果を踏まえ、まず組

合自身がメンタルヘルスの研修を行い、その

上に立ってとりくみの強化をはかろうと、今

回のとりくみ となりました。講演には、精神

病院や大学病院で 25年 あまリメンタルヘルス

ケアを続けてきた精神科医で、勤労者のメン

タルヘルスも実践 し、自殺予防、うつ病の早

期発見 。治療 ・職場復帰 といった問題を解明

する、名工大の保健センター長、粥川裕平教

授に依頼 しました。講演を依頼するにあたっ

て、事前に、講演で深めたい内容、職場実態

等を単組にアンケー トをお願いしました。

事前アンケー ト実施

深刻な職場実態、浮きぼりに

メンタルで休んでいる職員がいるが、職場の

人間関係 (仕事のフォロー)過 重労働などが

考えられるが、原因を追及すると職場の組合

員を批判することになりかねない。」「労働組

合として、当局に原因追及 と二度と起こさな
いためにどう追っていけばいいのかc労 働安

全衛生委員会では、プライバシーの問題 もあ

り、一つ一つの事案に対 してどう議論 してい

つたらいいのか」「病休、休職等、長期療養の

場合、人手不足、時間外が日常化 している」「通
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院等の場合、同僚がどのように接 していいの

か不安。精神的負担 となっている。新規採用

者のなかで、病気になった方もいるJ「メンタ

ルヘルスの重要性がなかなか上司に理角年され

ない。早期の治療が難 しい」、講演内容につい

ては 「再発防止について」「予防と平均復帰月

数、再発割合J「現場に必要なメンタルヘルス

に関する予防策の標準化」など届けられまし

た。
メンタルヘルス支援策

労働組合の役割がきわめて大きい

こうした意見を踏まえ、「我が国における、現

在の精神疾患の現状 と要因、職場でのメンタ
ルヘルスヘの対応 と対策Jを 講演テーマとし

ました。当日は 90枚 のスライ ドを使い、「メ

ンタルヘルス不具合発生の要因と社会的背景、

深亥Jな自殺問題J「職場におけるメンタルヘル

ス、特に
“
うつ

"へ
の対応方法J「メンタルヘ

ルス不具合者の復帰支援」「職場におけるメン

タルヘルスと労組の役割」の4つ を柱に 80分

にわたる講演を受けました。講演では、①
“

うつ
"は

必ず治る病気である。② 日本国民の

メンタルヘルスが史上最悪で、自殺予防は国

をあげての一大課題になっている。③職場に

おけるメンタルヘルス、とくに
“
うつ

"へ
の

対応は官民を問わず焦眉の課題になっている。

④メツ タルヘルス不具合者の復帰支援は、復

帰支援プログラムの導入 と上司の支えが決定

的古⑤職場 。地域におけるメンタルヘルス支

援で労働組合の役割がきわめて大きいこと、

などが明らかにされました。

!十1+lif,■ すヽ1母津革|■Fミ盗勤

質問では 「仕事以外の悩みが職場復帰の障

害になっている場合、職場はどう係わればよ

いのかlま た 「上司がス トレスの要因になっ

ている場合はどうするのか」「“うつ
"が

治る

とはどうい う定義なのか」など、数多くださ

れま した。

京都 ・宇治市職労 ―メンタルケアプラン作成

名古屋市職 一人員削減下、メンタル発症が4倍

(10年間で)

早期発見、早期治療。療養に専

念できる体制を追求

実践報告では、京都 ・宇治市職労が 2004年

に、労使 3名 、精神科医 1名 のメンタルヘル

ス対策検討委員会を設立し2006年 にはケアプ

ランを策定。プランに基づき予防から再発防
止までの推進事業計画で職場環境整備や復帰

支援、心の保持増進に向けた事業に取り組み、

自己診断を重視 したメンタル不調の発症予防、

相談 しやすい環境整備 ・体制づくりのとりく

みが報告 されました。 さらに、名古屋市職労
からは、メンタル不全による休職者の増加、

発症率も 10年で 4倍 に増加 し、その背景に、

構造改革路線に追随する市政運営の中で、「定

員管理計画」に基づく強引な定員削減で 5年

間に 2300人の純減が行われ、年間600時 間を

超える超過勤務を、2007年 には 165人 もの職

員が行っている実態などが出されました。組

合として、産業保健スタッフや研修制度の充

実、ス トレスチェックの実施などのとりくみ
が出されました。その上で、早期発見 。早期

治療の徹底や、安心して治療に専念できる制

度の確保など、今後の課題が明らかにされま

した。

長時間 B過密労働をなくす取 り組みを//

最後に、自治労連のメンタルヘルス対策を

推進するための要求と方針 (討議素案)カミ提

案され、労働組合には、メンタル不調の大き

な要因である長時間 ・過密労働や 「能力 ・成

果主義Jの 人事管理を食止め、改善させるた

めの取 り組みが求められていること。また、

本人がメンタルヘルス不調に早期に気づき、

医師の治療に結びつくことが大事で、この間
の教罰||として、労働組合が 日常的活動で世話

やき活動をこまめに実施 している職場では早

期発見 ・対応が効果を挙げていることなどが

明らかにされ、職場からのとりくみの強化を

呼びかけました。

(自治労連愛知 柳  進 )
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一
レ メンタルヘルス不食のひろがりに

地域.職 場でどう対応するか

第3回健康で安全に働 くための京都交流

集会で 「こころの健康を守 る職場 ・地域づ

くりJの テーマでメンタルヘルス対策委員

会か ら問題提起 された レポー トの一部を報

告 します。

(1)メ ンタルヘルス不全者 を出さない

職場、地域づ くり

今年の8月に社会生産性本部が発表 した

第4回 「メンタルヘスの取 り組み」に関す

る企業アンケー ト調査結果によれば、メン

タルヘルス施策を重視す る企業は、2002年

十ヒでほぼ倍ナ曽していることが幸R告 されてい

ます。企業 もそれな りの対策をすすめてき
ていますが、何 よりも労働組合のとりくみ
が決定的に重要です。
とり,くみの基本的立場は、 「メンタルヘル

ス不全者 を出さないことJ、そ して 「メン

タル不全者の人権を守ること」です。大企

業は仕事を 「もつとも強い人」の基準で考
えます。私たちは、すべての労働者の人権
を守 る立場で対応 します。
また、パ ワーハラスメン トがメンタル不全
の大きな要因 となっていることを重視 し、
労働組合が労働者の人権を守るとともに、
パワーハラスメン トをなくすために積極的
にとりくんでいきま しょう。
職場でメンタルヘルス不全者が一人出た

ら、第二、第二の被災者を生む可能性があ

ります。個人の問題や特殊性 にせず、「不

調者が一人出たことは職場が病んでいるJ
とい う認識 をもつ ことが重要です。そ して、
その要因をさぐり改善 。解決のために労働
組合が積極的に取 り組みま しょう。

1 学 習、啓蒙活動の重要性

職場での階層 ごとの教育を含め、学習活
動を軸に したすべての労働者への系統的な

啓蒙活動はきわめて重要です。学習の機会

を経営側 に保 障 させ てい くことも重要 で

す。
1.労 働者が健康で働 き続 けるための基本
は 「8時間労働制」を確保す ることです。

「8時間労131J制」の意義についてあ らた
めて確認 し、サー ビス残業根絶 と労働時間
の短縮、そ して有給休暇の取得などを含め
た労働時間管理のとりくみを強化 しよ う。

2,「働 きづ らさ」の職場か ら 「働 きやす さ、

働 きがいのある職場」ヘ

「働 きづ らさ」の最大の問題は長時間過

密労働 にあ ります。職場のなかにある 「1311
きづ らさJや メンタルヘルスの リスクを明
らかにす ることが重要です。「働 きやすい、

働 きがいのある職場」をどうつ くってい く
か、例えば職場のワース トス リーを選ぶ、
メンタルヘルス不全防止 「10カ条」の提起

(各職場で具体的に対策が始められる提起)
などです。参考例は11ですが、各職場でみ
んなで議論 し作 り上げよう。

なお、2008年度版 「産業人のメンタルヘ

ル ス白書Jで も、メンタルヘルスの向上に

は良い組織をつ くる祝点が不可欠で具体的
には 「方針理解Jの ためのとりくみや 「承

認J(声 かけ、あい さつ)、 「笑いのある職
場」 (余裕)が有効 とされています。

【参考例】
一

、 「一 目8時間は仕事のために、あとの8

時間は休虐、のために、残 りの8日寺間は

家族のためにJ
二、 一 人ぼっちの労働者をなくそ う
二、「朝ごはん食べま したかJ「お元気です

かJな どの声かけとあいさつを

四、メンタルヘルス不調者の 「居場所づく
り」を考えよう

王、働 き方を見直す、職場のワース トス リ
ー選びにとりくもう

六、週に一度はノー残業デーの設定を
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七、有休の完全取得は心の健康づ くりへの

近道
人、職場のハラスメン トに レッ ドカー ド
九、メンタルヘルスは トップの宣言か ら

十、メンタルヘルスは職場の民主主義のバ

ロメーター

十一
、職場に 「浜ちゃん」 と 「笑い」を

3.職 場の健康度の把握 を

メンタルヘルスの調査、職場評価で、職

場の健康度を把握 しま しょう。メンタル不
全は、ハラスメン ト、過重労働など職場の

構造的な問題でおきていることが多 く、解
決 の糸 口を探 るために もきわめて有効で

す。
5 産 業医、カ ウンセ ラーな どの専門家 と
の協力 ・連携が重要。.

メンタルヘルスの対応には、医学的 ・専門
的知識が不可欠です。経営狽1へ専門スタッ
フの導入を要請 してい くことも重要な課題
とな ります。労働組合がこの課題 を専門的
に深めてい くためにも、組合独 自に、産業
保健推進センターなどとの連携 も必要で し

ょう。

6 労 安活動の活性化

50人未満の事業所でも労安活動を作 り上
↓ずることもふ くめ、ハラスメン ト対策、「労
lgll者の心の健康の保持増進のための指針」
の活用など、労働安全衛生活動の活性化を
めざしましょう。統括責任者 (事業主)の役
割 と責任を明 らかに しなが ら、同時に働 く
モ)のを守る労組の役割 を追求 しま しょう。

7 民 主的職場風土をつ くり、仲間を大事
にす る労組、組織の役割。

「朝 ごはん食べま したか」 「お元気です
かJな どの声かけや一人ぼっちの労働者 を
なくす運動、メンタル不全者の 「居場所」
づ くりや派遣など不安定雇用労働者へのア
プローテなど、仲間を大事にするとりくみ
な ど、創意あるとりくみをすすめま しよう。

1)事 業者へ安全配慮義務、健康保持責任
を求めていく

メンタルヘル ス不全者 をださない職場に

す るたつ には、経営 トップの姿勢が極めて

重要です。経営 トップが真剣にメンタルヘ

ルスに取 り組み役害Jをはたさせ るためには

法律 t)活用 し、企業に社会的役割を求めて
い く事が大切です。労働者は安全で健康に

人間 らしく働 くための権利があるのです。
労働組合には労働者の権利 を守るためのと
りくみが求め られています。

1.労 働安全衛生法では、事業者の、労働
者の心身の健康をまもる安全配慮義務、
健康保持責任は、罰則つきで具体化 され
ています。

裁判の判例でも、憲法 ・労基法をふまえ、
労安法第1・3条 とあわせて第65条の3の
「事業者は労働者の健康に配慮Jし 、「作

業 (労働)を適切に管理」すること、第71

条の2の 「事業者 は安全衛生の水準の向
上J「1夫適 な職場環境 を形成」を、労働
者への安全配慮義務責任 とし、事業者が
これを逸脱すれぱ 「不法行為」 とな り、
労働者か ら損害賠償の責任 も問われると
しています。

2 労 働者派遣法34条、35条、均等法11条、
労働契約法3条、5条などにも労働者の権
利を守る条文があ り、これ らを活用 して
いく事が重要です。パワハラ防止指針な
ど労働安全衛生に係わる制度の確立 ・改
善、職場復帰等のため生活 ・治療の補償
(労災だけでな く健保 の傷病手当、生活
保護、雇用保険な ど)のための制度改善
のとりくみ も決定的に重要 となっていま
す。

3.精 神障害判断指針 の改定、行政不服
審査法案の廃案などを求めて、取 り組み
の強化をはかっていきます。
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ソフトバンクは小出さんの過労自死の
責任をとれ!!

小出さんを支援する会会長 渡 辺 三 千夫

11.19第 70回

栄総行動 に参

加す る 「/卜出

さん を支援す

る会」 は、lo

月21日朝 8時

か ら名古屋駅

大名 古屋 ビル

前 で 、 「ノフ

トバ ンクは小

出発 (たか し)

さん を過労 自
殺に追い込んだ責任 をとり、遺族に賠償せ
よ」の宣伝 を行ない、宣伝カーに小出さん
の左足が棒のように細い、等身大の写真を
掲げ、出勤す る人たちに呼びかけ、500枚

の ビラをまきま した。
午後 4時 か ら高裁法廷。傍聴席は満席。

いま論争の焦点は、小出さんの うつ病の発
症か ら配転 までの八年 間に絞 られ てい ま
す。会社は、寛解説 をとり、「病気は治癒
していないが、病状が一時的あるいは永続
的に軽減 され、又は消失する」の立場であ
り、再発は、別の理由によると主張 し、主
治医は、「継続 した うつ病の結果 自殺」の
見解をとっている。

私たちは、小出さんが真面 目に業務 を遂
行 した結果の死 と判断 し、責任は、会社に
あると追及 しています。あと法廷は、11月
18日16時、09年 1月 20日14時の 2回 。公正
判決要請署名にもう一回 り大きな取 り組み
をお願い します。

7ス バスト健康管理手帳
全国センター服の背晨につllてのお願い

この手帳はアスベス トによる健康被書の予防と早期発見を目的に作成されました。
アスベス ト疾憲は暴露 してから長い潜伏期間を経て発病するので、経年的な健康管理が

大切です。健康管理は検診を受けられる受診者と検診を行う医療者が対等の立場で行 って
しヽ<も のです。検診日までに気になる自覚症状があれば記入 し、症状が続<時 は早めに受
診 して<だ さい。

労災認定を申請する場合、アスベス トを取り扱った職歴が重要な条件となります。アス
ベス ト疾憲の不安のある力は忘れなしヽうちに記録をとどめておきま しょう。また、アスペ
ス ト健康管理に役立つ資料Q&Aも ご利用下さしヽ。

ギ
登 野 吾 離 纏 許

牽 /牽 /察 /々 ″ f― ″ 綾 /舞 /牽 /療 /寮 /穀 /疑 /穀 〃 緩 /綬 ′ 綾 /牽 /牽 /～ /薙 /菱 /穀 /舞 ノ 疑 /疑

像

ミ 私 たちの権利/アスベス ト作業歴/居住歴/アスベス ト職歴/アスベス ト濃度  革
ミ 測 定/最終事業所の給与明細書コピー貼 り付け欄/健診記録/健康の留意″点/  鮮
ミ ア スベス ト健康管理協力医療機関一覧

台るこ翁轟卦

ヤ

穐軽亀亀亀色及

°ワ~ク

 辞
器 宏密鴨ギ季2理

こ

と縛
被害の公的な

ゃP。 :愛矢B4建康センターヘ
        ｀

鮮            お 申し込みは N
ヽ

曲霊 /牽 /牽 /牽 夕牽 ″愛 ′多 /々 ノ舞 /― ―/牽 夕牽 亥牽 ノ緩 〃舞 /綾 亥牽 /牽 /牽 /牽 /察 /牽 /々 /牽 /～ /～ ′々 /～ /～ が
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職場の

安全衛生

ヽ

驚

器

/牽 ′ 力澄 身 ノ 牽 /緩 ノ 舞 イ 牽 夕 牽 /招 麗 7ノ 摩 ノ 牽 /嬢 ノ 湾 弱 Z/疫

砲 l~/綾

/療 /牽 /療 /牽 ノ牽 ノ牽 /々 /牽 /牽 /牽 /舞 夕～

負

篤  災 害」 慶田・大角コ中林篤

盛③巻 「やさしい労働安全衛生法コ労働安全衛

村上コ佐々木

8袈 ′ 舞 夕 牽 /疑 ′ 緩 /袈 /牽 /牽 夕 摩 /練 ノ 々 ノ 牽 /牽 夕 牽 お

さを /舞 /舞 /牽 ノ舞 /穀 ノ移 /牽 /～ /～ /4_7/～ メ牽 /々 ド

お申 し込みは

NPOi愛 知健康センターヘ

館則」

めいきん生協の

めいきん生協では、 日生協健保組合 と労

使の取 り組みで、10月 か ら 11月 末 日まで

の 2ヶ 月を

健康づ くり月間Jと して位置付け、職場

と個人の参加で、健康管理 と安心安全な職

場づ くりめざした取 り組みを行います。

職場の取 り組みは、それぞれの職場安全

衛生委員会で話 し合いを して、労働安全衛

生 と健康管理に関わることなら自由に課題

を決め (たとえば職場の危険箇所の洗い出

し、細菌検査の 100%提 出、職場 5S活

動、職場単位のスポーツ大会な ど)、月間

のなかでどのように取 り組み どう成果をつ

くつたかを報告 してもらいます。 内 容を

審査 し、優秀な職場には表彰や賞品を準備

す るなど、みんなで楽 しく取 り組めるよう

「健康つくり月間」
工夫を しています。

また個人で参加す る部では、今年か ら特

定検診科 目に もなった メタボ対策 もかね

て、「禁煙チャレンジ」 「休肝チャレンジ」
「リフレッシュ ・スポーツ」などの各 コー

スで、毎 日の取 り組みを点数化 して競い合

う健康チャレンジを行 っています。決めら

れた 目標 を到達できたひ とには、もれなく

図書券など賞品を準備 し、これを機会に健

康に関心をもつてもらうことをめざしてい

ます。

とはいえ、もつたいない話ですがまだま

だ参加者が少ないのが現状です。健全な職

場環境づ くりのためにも、もつと参加者 を

募 りたいと考えています。

(めいきん生協理事 稲 島保之)
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通信員

たよ り

「いのちと健康愛知」

2008年 会 誌 を読 ん で
現代労働負担研究会 高 森敏次

た。

勧事件傍護建罷署覆震霊石銚昇熱畳督晨露
ります。

爵
奪軍昂T'5掃

〒盈禄旨]を旨雪言
移/″
f子子                     夕

舞

暑課拾望暫斬|1見!翠 。

報告」「慶:知健康

  ミ
篤

母疑 /疑 /綾 ′ 牽 /牽 ′ 寮 /舞 ノ 袈 /練 〃 牽 /～ ′ ～ ノ 呼 ノ 牽 ノ 憂                     出ア タ 左 フ /な フ 〃 盗 彦 /f_― /牽 /幻 彦 /霊 /疫 酵 /疑 /綾 /～ ノ 狩 /察 /舞 公

2008年 9月 20日 に行いま した トョ
タの働 き方研究集会で購入 しま した 「いの
ちと健康愛知 。2008年 会誌」を読みま
した。

特集の座談会 「過労死勝利判決の原告を

―からの座談会ですが、中身がとても濃い
ですね。

原勢力であるなと思いました。愛知健康セ

果ふ苫ダ屋姦基た握羅杏尋後管早声
その成

法廷では裁判に勝利判決を出させ るため
の特別の努力が必要です。弁護団まかせで
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エ ッ セ イ

「あ～、今 日も 10分

遅亥Jした。」急いで楽

器ケースを開け、弓に松ヤニを塗 り、楽器

の調子 を調整 し、楽譜 を取 り出 して鉛筆 を

持 って、そろ りそ ろ りと練習場 に入 づてい

く。後 はも う、時間が来 るまで、音楽の世

界 に浸 るだけ。仕事 の ことも、家庭 の こと

も、 この時間はす っか り忘れて、オーケス

トラの一
員 として過 ごす 。・・。 これ が私

の、密 かな、そ して とて も大切 な、アマチ

ュアオーケス トラの一
員 としての楽 しみの

時間である。

アマチ ュアの特権 は、 「一球入魂 Jで き

ること。 アマチ ュアには次の演奏会 の こと

だけを考 えて出をつ くる特権 が与 え られて

し、`る。様 々な人生経験 をもつ人た ちが集 ま

って(一 つの音楽 を作 ることは本 当に心躍

ることである。演奏会本番 に向け各 自が少

しづつ照準 を合わせて仕上げてい く様子 を

互いに感 じ、本番直前 には緊張 と、わ くわ

くした胸躍 るよ うな気持 ち と、 「このメ ン

バーで この出を演奏す ることは も うないん

だ」 とい うち ょっ とした寂 しさとを味わい

なが らステー ジに立つ。演奏が終わった と

きに感 じる、不思議 な一
体感 と大 きな達成

田巻弁護士は トヨタ内野裁判デンノー川野裁半Jを勝利に導いた若手の蒼々たる弁護
士です。 中電アスベス ト藤原裁判、ノフ トバンク小出裁判でもお世話になっています。
このようなご趣味を持っていることを知 りませんで した3  宮 崎脩一

重零むお細らせ

愛矢□健康センターの電話が通話専用とFax専 用になりました。

-883-6966

-883-6983
通話専用 :

●
　
●

２

２

５

５

０

０

77千 三7の 特権は、「―球入魂」

ワーク&ラ イ7バ ランス

弁護士 田 巻 紘 子

感、それか ら解放感。 これはもう、言つて

みれば中毒のようなもので、
一度経験 して

しま うと、
一旦離れてもいつかは戻つて来

たくなる場所である。

とはいえ、社会人オケには常に、各メン

バーがオケ以外の生活を背負つて音楽をす

るとい うしん どさもつ きま とう。 「ちゃん

と残業代 もらってる ?」 とい うほど長時間

労働を しているメンバー もいるし、出産 ・

育児などで休む時期 も出て くる。 とくに男

性メンバーの場合、オケを続けることがで

きる職種が限 られるとか、働 き盛 りと言わ

れる年代にさしかかるとオケを一旦休み、

出世 し管理職 になってまた戻つて くるとい

うこともあるようだ。みんなそれぞれにや

りくりをつけ、工夫 しなが ら、オケに集ま

つてきていることを感 じる。

それで も、月数回、仕事や家庭を離れて

オケのメンバー と一
緒に音楽をし、たわい

ない雑談を して、 「明 日もまた頑張ろ うJ

と思つて家に帰 る。 こんな楽 しみを、全て

の働 く人たちがそれぞれに享受できるよう

な、ワーク&ラ イフバランスの取れた社会

を 目指 したい、 と願 っている。 (弁護士)

Fax 醐
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汚染米を考える
「豊かな社会は安b・ 安全から」とのポス

ターを見た。ある警備会社の宣伝である。
教育も就職も結婚も、そして年を重ねるこ
とも安心 したしヽのは万民の気持ちであろ
つ。

食の劣野では安bど ころか不安 ・疑|い8首

鬼の状態である。 日本の主食、お米は2①

OO年 余の歴史をもち単なる食ではな<、
日本の文化、伝統、景観そ して環境保全の

上でも貴重な存在である。
1995年 WTOの 会議の結果、日本は大

量の米を輸入することとなつた。最初は国
内産の4%に 当たる38万 トン、毎年○.8

%す つ増や し20①①年には8%に 達する予
定であ った。過去 3年 は毎年77石 トン輸
入 してしヽる。

この輸入米の中から殺虫剤が検出され、
居」にカビ米も混ざってしヽた。この米が複雑
なルー トを経由し、禾□菓子 。米菓 ・焼酎 ・

果ては児童の給食に混ざり食されていた。
第一は政府の食に対するゆがんだ姿勢、安

大家 信義

全よりも対米従属ともとれる政治的半」断で
ある。第二に農林水産省のなれ合しヽ的、場
わたり的、無董任な輸入米のより体制にあ
る。
第二に企業としてのモラルを投げ捨てた三
笠フーズに代表される、利益第一主義の会
社経営である。社会全体がブラック ・ボッ
クス化し薦民にとって 「どうしてそうなる
の」と言うことがあまりにも多しヽ。

テレビ 。新間 ・雑誌などから放出される
真偽取り混ぜの情報は沢山ありすぎて多く
の庶民にはこなしきれない。そんなときど
うするのか。物事をシンプルに考え、原点
から者えてみることである。

減反を4①%近 <さ せながら77汚 トンも
の米を輸入するのは間違つてしヽる。5,①①
①万 トンも食料を輸入し、2,①①①洒 トンも
廃棄している食糧政策はおかしい。

世界にはl①億を超える飢餓人□があり
食用分野の救援は日本の力でできることの
一つではなかろうか。
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月  日 事 項 時間 ・場所 な ど

11月8日 (土) アスベス ト110番 10:00 愛知健康センター

15～ 16(土 日) 秋の健康学校 湯 ノ山温泉 13:00 夢 谷庵

17日 (月) 小池裁判 進 行協議 13:15 名 古屋高裁

18日(火) 事務局会議 10:00 愛知健康センター

18日(火) ゾフ トバ ンク損害賠償小出裁判 口頭弁論 16:00 名 古屋高裁

20日 (木) 倉 田裁判 11:30 名 古屋地裁

22～ 23H(士 日) 全国過労死家族の会総会 東 京

23日 (日 ) 勤労感謝の 日過労死110番 10:00 愛知健康センター

29日 (土) 内野裁判の成果 をどう受け継 ぐのか記念誌集会 13:30 労 働会館大ホール

12月 2日 Ok) 事務局会議 10:00 愛知健康センター

4日 (木) 中電アスベス ト藤原裁判 証 人尋問 10:00 名 古屋地裁

5日 (金) 全国センター 第 11回総会 11:00 東 京

16日(火) MKタ クシー損害賠償鎌 田裁判判決 9:45 名 古屋地裁 1103号法廷

16日(火) 事務局会議 13:00 愛知健康センター

17日(水) 中電藤原裁判 14:45 名 古屋地裁

2 3～24日(火水) 過労死家族の会車と交流会 教科エクシブ

24日 (水) 中電藤原裁判 13:00 名 古屋地裁

25日 (木) 倉 田裁判公務災害弁論準備 15:00 名 古屋地裁

25日 (木)

27日 (土)

川野労災裁判 16:30 名 古屋地裁

事務局会議 (大掃除・忘年会) 10:00 愛 知健康セ ンター

1月 8日 (木) 事務局会議 10:00 愛知健康センター

8 日 (木) 第2回理事会 18:30 労 働会館 小 会議室

20日 (火) ソフ トバンク損害賠償小出裁判 口頭弁論 14:00 名 古屋高裁
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